
事 務 連 絡                          

令和元年５月７日 

 

ＬＰ販売事業所 各位 

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会 

 

２０１７年の告示の一部改正により 

使用が禁止されたガス器具の取り替えについて(お願い) 
 

平素から当協会の保安業務にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、下記のガス器具について、告示の一部改正により使

用が禁止されましたので、２０２２年４月１日迄にできる限り早期の撤去又は、法令

適合製品への取替をお願い致します。 

尚、消費設備調査等での機会において、器具を確認した際は、速やかに取替を行っ

て頂きますようお願い申し上げます。 

 

 
 

（本件問合せ先） 

                  （一社）沖縄県高圧ガス保安協会 

                   業務課  緑間康雄、喜納達之 

                   電 話  ０９８－８５８－９５６２ 

 


